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機構は離職者訓練、県は学卒を主に担当 ２１県

実施時期、地域、科目により役割分担 ２１県

機構は高度な訓練、県は基礎的な訓練 ２０県

機構はものづくり系、県は地場産業のニーズに対応 ８県 （※複数回答）

○ 都道府県と雇用・能力開発機構との役割分担の考え方（都道府県アンケートより）

地域住民サービスの観点から、地域の実情に応じ、地域産業に密着した職業訓練を実施。地域
の基礎的な訓練ニーズに幅広く対応。

しかしながら、県の規模によって、ノウハウ、技術革新に伴う訓練ニーズの変化への対応に大き
な差が生じている。

３ 都道府県の職業訓練の特徴と役割分担の現状

○ 都道府県の職業訓練の実績に大きな差異。

＊ 都道府県離職者訓練（施設内訓練）の実施状況（平成１８年度実績：年間）

Ａ県 ４，１７７人 Ｂ県 ４人 Ｃ県 ６人 Ｄ県１４人
＊ 都道府県学卒者訓練の実施状況（平成２０年度地方計画：年間）

Ｅ県 ２４科，１，６１０人 Ｆ県 ２科，４２人（木工科、ＯＡシステム科）

○ 都道府県の職業訓練の実績に大きな差異。

＊ 都道府県離職者訓練（施設内訓練）の実施状況（平成１８年度実績：年間）

Ａ県 ４，１７７人 Ｂ県 ４人 Ｃ県 ６人 Ｄ県１４人
＊ 都道府県学卒者訓練の実施状況（平成２０年度地方計画：年間）

Ｅ県 ２４科，１，６１０人 Ｆ県 ２科，４２人（木工科、ＯＡシステム科）

○ 都道府県の訓練実施体制に格差 → 小規模県においては提供できる職業訓練科目に制約

＊ 都道府県訓練施設数、指導員数及び訓練科目種類数（平成２０年度地方計画：年間）

Ｅ県 １３校 ，１６９人 ，５３科 Ｇ県 １校 ，１４人 ，８科

Ｆ県 １０校 ，２００人 ，２８科 Ｈ県 １校 ，１５人 ，６科
（平成２０年度当初において訓練科目の見直し無し。）

○ 都道府県の訓練実施体制に格差 → 小規模県においては提供できる職業訓練科目に制約

＊ 都道府県訓練施設数、指導員数及び訓練科目種類数（平成２０年度地方計画：年間）

Ｅ県 １３校 ，１６９人 ，５３科 Ｇ県 １校 ，１４人 ，８科

Ｆ県 １０校 ，２００人 ，２８科 Ｈ県 １校 ，１５人 ，６科
（平成２０年度当初において訓練科目の見直し無し。）

○ 都道府県の職業能力開発関係業務従事者数に格差

＊ 都道府県職業能力関係従事者数（平成１９年４月１日現在）

Ｉ県 ５５名 Ｊ県 ４４名 ３県 ７名 ６県 ８名

○ 都道府県の職業能力開発関係業務従事者数に格差

＊ 都道府県職業能力関係従事者数（平成１９年４月１日現在）

Ｉ県 ５５名 Ｊ県 ４４名 ３県 ７名 ６県 ８名
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国と都道府県の役割分担
※数値は平成19年9月1日現在

雇用・能力開発機構
※職業能力開発促進センター（62施設）

※職業能力開発大学校・短期大学校等（２４施設）

・主にものづくり分野が中心で民間にはできない訓練
・離職者の早期再就職を実現する訓練
（例）金属加工科、電気設備科、生産システム技術科
○平成１８年度受講者 約１３万３千人
○就職率 → ８１．６％（施設内訓練）６８．９％（委託訓練）

離職者訓練

職業に必要な高度で専門的かつ応用的な技能・知識を
習得させるための長期課程の訓練（高卒者等２年間）
（例）生産技術科、制御技術科、電子技術科
○平成１８年度受講者 約 ８千人
○就職率 → ９８．３％

学卒者訓練

ものづくり分野を中心に真に高度なもののみに限定した
訓練
（例）チタンのＴＩＧ溶接施工と検査技術
○平成１８年度受講者 → 約８万２千人

在職者訓練

地域産業の人材ニーズや職業訓練ニーズに対応した訓練
（主な訓練例） 溶接科、ビルメンテナンス科、造園科
（地域の実情に応じた訓練例）

旅館科・陶磁器製造科、造船溶接技術科
○平成１８年度受講者数 約３万９千人
○就職率 → ７５．２％（施設内訓練） ６５．６％（委託訓練）

離職者訓練

職業に必要な基礎的な技術・知識を習得させるための長期
課程の訓練（高卒者等１年間、中卒者等２年間）
（主な訓練例） 建築科、機械加工科
（地域の実情に応じた訓練例）

ホテル・旅館・レストラン科、タオル技術科
○平成１８年度受講者 約１万５千人
○就職率 → ９２．６％

学卒者訓練

地域の人材ニーズを踏まえ、地域の実情に応じた訓練
（主な訓練例） 電気工事科、機械製図科
（地域の実情に応じた訓練例） 酪農科、観光科
○平成１８年度受講者数 → 約６万１千人

在職者訓練

雇用対策の観点から、セーフティネットとしての
離転職者の早期再就職を図るための職業訓練
を行い、また、高度・先導的な職業訓練を開発し
、普及させる。

都道府県
※職業能力開発校（178施設）
※職業能力開発短期大学校（9施設）

地域産業の人材ニーズや職業訓練ニーズをきめ
細かく把握しつつ、これに対応した職業訓練を行
う等、地域の実情に応じた職業能力開発を推進
し、地方公共団体としての産業施策や福祉施策と
一体となり、関係機関との連携を図りつつ、雇用
の創出や安定に向けた取組を実施する。


